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北
信
地
域
の
長
野
県
現
地
機

関
に
つ
い
て
、
平
成
21
年
４
月

１
日
か
ら
組
織
の
再
編
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
飯

山
市
に
関
わ
る
再
編
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
す
。

■
北
信
建
設
事
務
所
を
新
設

　
中
野
建
設
事
務
所
と
飯
山
建

設
事
務
所
を
統
合
し
「
北
信
建

設
事
務
所
」
が
北
信
合
同
庁
舎

内
に
新
設
さ
れ
ま
す
。

　
飯
山
建
設
事
務
所
の
維
持
管

理
課
は
、
飯
山
事
務
所（
飯
山

庁
舎
）と
し
て
引
き
続
き
道
路
の

維
持
管
理
業
務
等
を
行
い
ま
す
。

■
北
信
保
健
福
祉
事
務
所
を
新
設

　
保
健
と
福
祉
を
所
管
す
る
北

信
保
健
福
祉
事
務
所
を
飯
山
庁

舎
内
に
新
設
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
北
信
保
健
所

は
引
き
続
き
飯
山
庁
舎
内
に
置

か
れ
、
北
信
地
方
事
務
所
福
祉

課
お
よ
び
北
信
福
祉
事
務
所
は

飯
山
庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。

■
北
信
農
業
改
良
普
及
セ
ン

　
タ
ー
飯
山
支
所
を
廃
止

　

北
信
農
業
改
良
普
及
セ
ン

タ
ー
飯
山
支
所
が
廃
止
さ
れ
、

北
信
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

に
統
合
さ
れ
ま
す
。

■
北
信
保
健
所
中
野
支
所
を
廃

　
止
し
て
北
信
保
健
所
に
統
合

４
月
か
ら
県
の
現
地
機
関
が
変
わ
り
ま
す

地
方
事
務
所
・
建
設
事
務
所
・
保
健
所
な
ど
の
組
織
を
再
編

再編後の県現地機関の配置

■北信合同庁舎（中野市壁田）
◇北信地方事務所
◇北信農業改良普及センター
◇北信建設事務所（統合 ･ 新設）

■飯山庁舎（飯山市静間）
◇北信保健福祉事務所（新設）
　・北信福祉事務所
　・北信保健所
◇北信建設事務所飯山事務所（新設）

お問い合わせは下記の各現地機関まで
・北信地方事務所地域政策課　☎ 0269-23-0200
・北信保健所総務課　　  ☎ 0269-62-3105
・飯山建設事務所総務課　☎ 0269-62-4713
・北信農業改良普及センター　☎ 0269-23-0221
（北信地方事務所ホームページ）
  http://www.pref.nagano.jp/xtihou/hokusin/

　国民健康保険に加入している 70 歳から 74
歳の方には、「高齢受給者証」が交付されてい
ます。高齢受給者証をお持ちの方の負担割合
は、世帯の所得に応じて２割または３割となっ
ていますが、２割負担の方については平成 21
年３月までは「１割」に据え置かれています。
　その２割の方の据置期限が、昨年行われ
た国の制度改正により平成 22 年３月末まで
延長されました。

　

高
齢
受
給
者
証
の
更
新
は
通

常
毎
年
7
月
末
で
す
が
、
昨
年

中
に
制
度
改
正
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
今
回
、
4
月
か
ら
の
高

齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

更
新
の
対
象
と
な
る
方
は

　

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
一
部
負
担
金
の
割
合

が
「
２
割
（
平
成
21
年
３
月

31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
な
っ

て
い
る
方

※
同
欄
が
「
３
割
」
と
な
っ
て

い
る
方
は
、
引
き
続
き
現
在
お

持
ち
の
高
齢
者
受
給
者
証
を
７

月
末
ま
で
お
使
い
く
だ
さ
い
。

変
更
点
は

一
部
負
担
金
の
割
合
の
部
分
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま

す
。

（
更
新
前
）

　
「
２
割
（
平
成
21
年
３
月
31

　
  

日
ま
で
は
1
割
）」

　
　
➡

（
更
新
後
）

　
「
２
割
（
平
成
22
年
３
月
31

　

 

日
ま
で
は
1
割
）」

※
対
象
者
は
制
度
改
正
に
伴
い

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
医
療

高
齢
受
給
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険･

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

高齢受給者証の「一部負担金の割合」とは

機
関
の
窓
口
負
担
が
１
割
と
な

り
ま
し
た
。

内
容
の
確
認
を

　
氏
名
、
住
所
等
に
誤
り
が
な

い
か
ご
確
認
の
う
え
4
月
1
日

か
ら
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
間
違

い
を
避
け
る
た
め
、
古
い
高
齢

受
給
者
証
は
3
月
31
日
以
降
に

ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

市
民
環
境
課 

国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
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内
線
１
５
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新しい受給者証の変更点
（新しい受給者証）

飯
イイヤマ

山　太
タ ロ ウ

郎

飯
イイヤマ

山　太
タ ロ ウ

郎

飯山1,110 番地 1 号
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「22年」に変わっています
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　ケーブルテレビｉネッ
ト飯山の市民チャンネル
では、4 月より「スーパー
ゲートボール」の放送を
開始します。
　これに伴い、市民チャ
ンネルの番組構成が下記のとおり変更となりま
す。詳しくは今月号の市報とともに配布されてい
る「ｉネット飯山 市民チャンネル番組表」をご覧
ください。

番組名 4 月からの
放送時間 放送日

ｉネット情報局
いいやま情報便

午前 7 時～
（この他再放送あり）毎日

健康チャンネル 午前 6 時 30 分～
（この他再放送あり）毎日

川柳投句しよう 午前 6 時～
（この他再放送あり）

第 2
日・月・火曜

スーパーゲート
ボール 午前 8 時～ 毎日

ｉネット飯山

市民チャンネル番組構成が
変わります

４月からの主な市民チャンネル番組放送時間

　

㈳
全
国
旅
行
業
協
会
の
事

業
会
社
で
あ
る
㈱
全
旅
が
主
催

す
る
着
地
型
旅
行
の
コ
ン
テ
ス

ト
「
第
1
回
地じ

た
び旅
大
賞
」
で
、

飯
山
市
観
光
協
会
が
応
募
し
た

モ
デ
ル
プ
ラ
ン
「『
う
さ
ぎ
追

い
し
飯
山
』
ふ
る
さ
と
の
原
風

景
と
ブ
ナ
の
森
に
心
癒
さ
れ
る

旅
」
が
、
見
事
、
大
賞
に
選
ば

れ
ま
し
た
。

　

全
国
か
ら
１
２
３
商
品
の
応

募
が
あ
っ
た
今
回
、
飯
山
市
観

光
協
会
の
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
は
、

棚
田
、
菜
の
花
の
丘
、
ブ
ナ
林

な
ど
、
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
が

残
る
市
内
各
地
を
地
元
案
内
人

が
案
内
し
、
森
林
セ
ラ
ピ
ー
体

験
や
散
策
を
楽
し
ん
で
も
ら
う

他
、
宿
泊
先
の
農
家
民
宿
で
は

郷
土
料
理
を
味
わ
っ
て
も
ら
お

う
と
い
う
も
の
。
今
回
の
選
考

に
あ
た
っ
て
は
、
現
代
人
の
求

め
る
『
癒
し
』
が
プ
ラ
ン
に
多

く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

飯
山
市
観
光
協
会
は
平
成

19
年
6
月
に
第
3
種
旅
行
業

登
録
を
行
い
、
地
域
な
ら
で
は

飯
山
市
観
光
協
会
が「
地
旅
大
賞
」

  

ふ
る
さ
と
の
原
風
景
を
巡
る「
癒
し
の
旅
」を
提
案

の
旅
行
で
あ
る
「
着
地
型
旅

行
」
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
今
後
は
、
今
回
の
プ
ラ

ン
を
は
じ
め
と
し
て
、
旅
行
者

の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
魅
力
あ
る

商
品
の
企
画
・
販
売
に
取
り
組

ん
で
い
く
方
針
で
す
。

△写真「菜の花の丘」をはじめ、飯山市
はふるさとの原風景の宝庫。

　

市
内
の
土
地
（
市
土
）
の
計

画
的
で
有
効
的
な
利
用
に
つ
い

て
、
市
か
ら
諮
問
を
受
け
た
飯

山
市
国
土
利
用
計
画
審
議
会

（
会
長 

土
本
俊
和
信
州
大
学
教

授
）
は
、
こ
の
ほ
ど
審
議
を
ま

と
め
、
３
月
５
日
、
土
本
会
長

か
ら
石
田
市
長
へ
答
申
を
行
い

ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
平
成
５
年
度
に
策

定
し
た
「
国
土
利
用
計
画
・
飯

山
市
計
画
」
が
目
標
年
度
の
20

年
度
に
達
し
た
た
め
、
新
た
に

「
第
二
次
飯
山
市
計
画
」
の
策

定
が
必
要
と
な
り
、
市
が
同
審

議
会
に
諮
問
し
て
い
た
も
の
で

す
。

　

審
議
会
は
、
市
内
の
土
地
利

用
関
係
団
体
長
、行
政
関
係
者
、

民
間
公
募
委
員
と
い
っ
た
学
識

経
験
者
と
市
議
会
議
員
で
構
成

さ
れ
、
そ
の
中
で
、
農
地
の
著

し
い
減
少
（
特
に
中
山
間
地
で

の
遊
休
・
荒
廃
農
地
の
増
加
）、

秋
津
地
域
の
急
速
な
都
市
化
の

進
展
、
中
心
市
街
地
で
の
低
・

未
利
用
地
の
増
加
と
い
っ
た
現

状
と
課
題
を
確
認
。
併
せ
て
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
か
ら
住
民

意
向
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

新
幹
線
駅
開
業
後
を
見
据
え
た

市
土
利
用
の
方
向
性
と
し
て
、

本
市
の
財
産
で
あ
る
自
然
豊
か

な「
農
村
景
観
」や「
里
山
文
化
」

を
積
極
的
に
保
全
・
活
用
し
て

い
く
方
針
で
一
致
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
①
農
用
地
の

積
極
的
な
保
全
、
②
南
部
（
秋

津
）
地
域
へ
の
都
市
計
画
区
域

拡
大
、
③
中
心
市
街
地
へ
の
商

業
系
・
住
居
系
機
能
の
誘
導
、

④
自
然
を
感
じ
さ
せ
る
飯
山
駅

周
辺
整
備
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

ま
し
た
。

　

今
回
の
答
申
を
受
け
て
市
で

は
、
答
申
を
尊
重
し
た
第
二
次

飯
山
市
計
画
案
を
６
月
議
会
に

上
程
す
る
方
針
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課　
計
画
係
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飯
山
市
国
土
利
用
計
画
審
議
会
か
ら
答
申

  

計
画
的
で
有
効
的
な
市
土
の
利
用
を
審
議

△石田市長に答申書を手渡す審議会
の土本会長。（右は伊澤春一副会長）
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